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新しい経済政策パッケージ について 
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８．来年夏に向けての検討継続事項 

（１）リカレント教育 
 ・人生100年時代を見据え、その鍵であるリカレント教

育を抜本的に拡充するとともに、現役世代のキャリア
アップ、中高年の再就職支援など、誰もがいくつに
なっても、新たな活躍の機会に挑戦できるような環境
整備を、雇用保険制度等の活用も含めて、来年夏に
向けて検討。 

（２）HECS等諸外国の事例を参考とした検討   （略） 
（３）全世代型社会保障の更なる検討 
 ・今後、2019年10月の消費税増税後の全世代型社会

保障の更なる実現に向け、少子化対策として更に必
要な施策を検討する一方、その財源についても、「社
会全体で負担する」との理念のもと、財政の効率化、
税、新たな社会保険方式の活用、企業負担のあるべ
き姿を含め併せて検討。 

１．幼児教育の無償化 

・幼児教育の無償化を一気に加速。３歳から５歳までのすべての子供たちの
幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化。 

・幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等について
は、専門家の声も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧
に耳を傾けつつ、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに結
論を出す。 

・０歳～２歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化。 
・消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年４月から一
部をスタートし、2020年４月から全面的に実施。 

・就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化。 

２．待機児童の解消 

・「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の
受け皿整備。 

・2018年度（来年度）から早急に実施。 

・保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更
に取り組む。今年度の人事院勧告に伴う賃金引上げに加え、
2019年４月から更に１％（月3000円相当）の賃金引上げ。 

「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月8日閣議決定）の「人づくり革命」部分のポイント＜厚労省関係部分抜粋＞ 

３．高等教育の無償化  （略） 

４．私立高等学校の授業料の実質無償化  （略） 

５．介護人材の処遇改善 

・介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士
について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠
に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善。 

・障害福祉人材についても、同様の処遇改善を実施。 

・消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019年10
月から実施。 

６．これらの施策を実現するための安定財源 

・社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019年10
月に予定される消費税率10％への引上げによる増収分を①教育負担の軽減・子
育て層支援・介護人材の確保等 と、②財政再建 とに、それぞれ概ね半分ずつ充
当。①について新たに生まれる1.7兆円程度を、上記１、２、３及び５に充てる。人
づくり革命の政策は、消費税率10％への引上げを前提として、実行。 

・子ども・子育て拠出金を0.3兆円増額。法律で定められた拠出金率の上限を0.25%
から0.45%に変更し、0.3兆円の増額分は、2018年度から実施する「子育て安心プ

ラン」の実現に必要な企業主導型保育事業と保育の運営費に充てることとし、そ
のための子ども・子育て支援法の改正法案を次期通常国会に提出。 

７．財政健全化との関連 

・財政健全化の旗は決して降ろさず、不断の歳入・歳出改革努力を徹底し、プライマ
リーバランスの黒字化を目指すという目標自体はしっかり堅持。 

・この目標の達成に向け、これまでの経済・財政一体改革の取組を精査した上で、
来年の「経済財政運営と改革の基本方針」において、プライマリーバランス黒字化
の達成時期、その裏付けとなる具体的かつ実効性の高い計画を示す。 3 



３．Society5.0の社会実装と破壊的イノベーションによる生産性革命 

１．中小企業・小規模事業者等の生産性革命 
（１）中小企業・小規模事業者の投資促進と賃上げの環境の整備 

・ 集中投資期間中、生産性向上のための新たな設備投資を強力に後押しするため、自治体の自主性に配慮しつつ、固定資産税の負
担減免のための措置を講じ、これに合わせて「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡充・重点支援 

・ 賃上げや人的投資（新たなスキル獲得のための研修や社員の学び直し等）等に取り組む中小企業に対して、より裾野
広く、かつ、強力に支援すべく、賃上げ促進を図る税制として、法人税の負担を軽減 

・ ＩＴ・クラウド導入を強力に支援。ＩＴツール、ＩＴ事業者の実績等の「見える化」や身近な支援機関による経営改善支援等を実施 

  ３年間で全中小企業・小規模事業者の約３割に当たる約100万社のＩＴツールの導入を目指す。 

（２）事業承継の集中支援 

・ 今後10年間程度を事業承継の集中実施期間として取組を強化（後継者未定の７０歳超経営者：１２７万人。廃業企業の約半数程度は
黒字。）早期・計画的な事業承継準備から事業承継後の経営革新等への支援までシームレスに支援 

・ 事業承継税制については、将来経営環境の変化にもかかわらず過大な負担が生じうる猶予制度や、深刻な人手不足の
中で求められる雇用要件等が、制度の活用を躊躇する要因になっているとの指摘を踏まえ、抜本的に拡充 

（３）中小企業等を支援する機関の機能強化 

・ 中小企業・小規模事業者の身近な支援機関の能力向上や連携強化・支援内容の事業者目線での「見える化」 

・ 金融機関が、過度に担保・保証に依存せず事業性評価融資や生産性向上に向けた経営支援（経営者保証ガイドライン
等の活用を含む）に十分取り組むよう、金融仲介機能の適切な発揮を促進 

 

「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月8日閣議決定）の「生産性革命」部分のポイント 

２．企業の収益性向上・投資促進による生産性革命 
 

（１）賃上げ及び設備・人材投資の加速 

・ 集中投資期間中、賃上げや設備投資に積極的な企業に対しては、法人の利益に対する実質的な税負担を、
国際競争において十分に戦える程度まで軽減 

・ 更に、賃上げを行いつつ、革新的な技術を用いて生産性の向上に果敢に挑戦する企業に対
しては、実質的な税負担を、思い切って世界で打ち勝つことができる程度まで軽減 

・ 他方、企業収益が過去最高となる中で、賃上げや投資に消極的な企業に対しては、果断な
経営判断を促すための税制を措置 

（２）コーポレート・ガバナンス改革 

・ 2018年６月の株主総会シーズンまでに、企業による取組を促すための「ガイダンス」を策定
するとともに、必要なコーポレートガバナンス・コードの見直し 

 －内部留保とともに増加傾向にある企業が保有する現預金等の資産の設備投資、研究開
発投資、人材投資等への有効活用 

 －独立した指名・報酬委員会の活用を含め、ＣＥＯの選解任・育成や経営陣の報酬決定に係
る実効的なプロセスの確立、経営陣に対する独立社外取締役による実効的な監督・助言等 

（１）規制の「サンドボックス」の制度化 
・ ①現行の規制では想定していなかった新技術・ビジネスモデルについて、参加者や期間を限定することにより関連規  制が直

ちに適用されない環境の下で実証できるプロジェクト型の規制の「サンドボックス」を創設する、 
  ②国家戦略特区内に地域限定型のサンドボックスを設け、実証実験をより迅速・円滑に実施できるように、事後

チェックを強化して事前規制を合理化する、 
  ための法案を、それぞれ次期通常国会に提出 

（２）第４次産業革命の社会実装と生産性が伸び悩む分野の制度改革等 
【自動走行】高度な自動走行に向けた制度整備の方針を本年度中にとりまとめ（安全基準や交通ルール、事故時の責任関係等） 

【健康・医療・介護】 

・ 健康・医療・介護のビッグデータを連結・分析するプラットフォームの詳細なシステム設計に着手 

・ 遠隔診療について、2018年度の診療報酬改定において、新たに評価を設けるとともに、必要なルールを包含す
るガイドラインを整備。これらをパッケージで今年度内に公表 

・ 介護現場のロボット・センサー等の活用に関し、2018年度の介護報酬改定の際に、介護報酬や人員・設備基準
を見直し等の制度的対応 

【建設分野】 

・  i-Constructionを2019年度までに橋梁・トンネル・ダム工事や維持管理、建築分野を含む全てのプロセスに拡大。中小事業者や
自治体への適用拡大を目指し、３次元データの活用等を支援 

【運輸分野】トラックの荷待ち、荷役時間の削減や、タクシーのダイナミックプライシングなど、生産性向上の取組を支援 

【農林水産分野】 

・  意欲と能力のある林業経営体に経営を集積・集約化する新たな森林管理システムの整備等のための法案を次期通常国会に提出 

・ スマート農林水産業の実現（農業データ連携基盤の本年中立ち上げ、林業・木材産業全体での情報共有による生産・流通の最適化等） 

（３）イノベーション促進基盤の抜本的強化 
・ 官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲＩＳＭ）などにより、効果の高い研究開発とその社会実装を着実に推進 
・ 若手研究者が研究費を獲得しやすくなる等の改革、若手への本務教員ポストの振替等 
・ 大学のイノベーション拠点化に向けて、経営力が向上する最適な経営と教学の役割分担を促進する仕組みの構築 
・ 一法人複数大学化等の組織再編を含め、イノベーションを軸とした国公私立の枠を超えた大学の連携や統合・機能分担の推進 
・ 公共事業分野等における既存事業において、先進技術の積極的な導入等を促進する取組を来年度から実施 

 

2020年までの３年間を「生産性革命・集中投資期間」として、大胆な税制、予算、規制改革等の施策を総動員することで、①我が国の生産性を2015年までの５年間の平均値である0.9％の伸びから倍
増させ、年２%向上、②2020年度までに対2016年度比で日本の設備投資額を10％増加、③2018年度以降３％以上の賃上げ、といった目標の達成を目指す。 

（４）Society5.0のインフラ整備 
・  有効活用されていない周波数帯域の返上等を円滑に行うための仕組みや、新たに割り当てる周波数帯の経済的価値を

踏まえた金額を競願手続にて申請し、これを含む複数の項目を総合的に評価して割当を決定する方式を導入
するための法案を来年度中に提出 

・ 官民ラウンドテーブル等により、高い民間ニーズのある官データの公開に向けた政府横断的な取組を今年度から開始 
・ 協調領域のデータ共有を行う民間事業者の取組への制度認定や、行政に対するデータ提供要請制度等を創

設するための法案を次期通常国会に提出 
・ 国の行政機関、重要インフラ事業者等が、サイバー攻撃に関する情報を戦略的・迅速に共有するための体制

構築 
 
 

（５）成長分野への人材移動と多様で柔軟なワークスタイルの促進 

・ 労働移動支援助成金等について、人材のキャリアアップ・キャリアチェンジを後押しすることに重点化して再構
築、中高年の再就職支援等を推進 

・ 社会人が実効性のある学び直しを行うことができるよう、基礎的なＩＴ・データスキルの標準装備や、専門的・
実践的なスキルの習得を、公的職業訓練や教育訓練給付により支援 

 

（６）ベンチャー支援強化  
・ Startup Japan（仮称）を開始し、グローバルに勝てるベンチャー企業を選定して集中的に支援。海外ベン

チャーの国内への呼び込みを強化 
・ 外国人起業家の受入れ拡大に向け、起業に向けた準備のため最長１年間の在留期間を付与する等の措置を実施 

 
 
 

（７）行政からの生産性革命 
・ 行政内部の業務プロセスを徹底的に見直す政府横断的な「デジタルガバメント実行計画」を年内に取りまとめる。 
・ 世界最高水準の起業環境を目指し、オンラインによる法人設立登記の２４時間以内の処理の実現、法人設立

における印鑑届出の義務の廃止、マイナポータルを活用したワンストップサービス等について、具体策と工程
の成案を今年度末までに得る。 

 

（８）海外の成長市場の取り込み  
 

2017年12月8日 

※赤字が厚労省関係部分 
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平成30年度の社会保障の充実・安定化等について 
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○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。 
○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成30年度の増収額8.4兆円については、 
 ①まず基礎年金国庫負担割合２分の１に3.2兆円を向け、 
 ②残額を 
  ・「社会保障の充実」及び「消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増」と 
  ・「後代への負担のつけ回しの軽減」 
  に概ね１：２で按分した額をそれぞれに向ける。 

○基礎年金国庫負担割合２分の１ 
    （平成24・25年度の基礎年金国庫負担割合２分の１の差額に係る費用を含む） 
    
○社会保障の充実 
    ・子ども・子育て支援の充実 
    ・医療・介護の充実 
    ・年金制度の改善 
    
○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増 
    ・診療報酬、介護報酬、年金、子育て支援等についての物価上昇に伴う増 

 

○後代への負担のつけ回しの軽減 
    ・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が確保できていない既存の社会保障費 

〈30年度消費税増収分の内訳 〉 

（注１）金額は公費（国及び地方の合計額）である。 
（注２）上記の社会保障の充実に係る消費税増収分（1.35兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.51兆円）を活用し、社会保

障の充実（1.87兆円）の財源を確保。 

平成30年度の社会保障の充実・安定化について 

3.2兆円 

1.35兆円 

0.39兆円 

3.4兆円 

《増収額計：8.4兆円》 
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事    項 事  業  内  容 
平成30年度 

予算案 

 
 

（参考） 
平成29年度 

予算額 国分 地方分 

 子ども・子育て支援 
  子ども・子育て支援新制度の実施 6,526 2,985 3,541 6,526 
 社会的養護の充実 416 208 208 416 
 育児休業中の経済的支援の強化 17 10 6 17 

医
療 
・ 
介
護 

  医療・介護サービス 
 の提供体制改革 

 病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等 

  ・ 地域医療介護総合確保基金（医療分） 

  ・ 診療報酬改定における消費税財源等の活用分 

 

934 

473 

 

622 

335 

 

311 

138 

 

904 

442 
 地域包括ケアシステムの構築 

  ・ 地域医療介護総合確保基金（介護分） 

  ・ 平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分 

   （介護職員の処遇改善等）   

  ・ 在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実 

 
724 

1,196 
 

434 

 
483 
604 

 
217 

 
241 
592 

 
217 

 
724 

1,196 
 

429 

  医療・介護保険 
 制度の改革 

 国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 612 0 612 612 
  国民健康保険への財政支援の拡充 

 ・ 低所得者数に応じた自治体への財政支援 1,664 832 832 1,664 

 ・ 保険者努力支援制度等 
  （基金取り崩し分による措置を含めた総額） 

1,527 
（1,697） 

1,527 
 

0 
 

800 
 

 ・ 財政安定化基金の造成 160 160 0 1,100 

  被用者保険の拠出金に対する支援 700 700 0 700 
 70歳未満の高額療養費制度の改正 248 217 31 248 
 介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 246 123 123 221 

  難病・小児慢性 
 特定疾病への対応 

  難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な制度の運用 等 2,089 1,044 1,044 2,089 

 年 金 
  年金受給資格期間の25年から10年への短縮 644 618 26 256 
 遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大 50 47 3 44 

合 計 18,659 10,732 7,927 18,388 

平成30年度における「社会保障の充実」（概要） 

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。 
（注２） 消費税増収分（1.35兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.51兆円）を活用し、上記の社会保障の充実（1.87兆円）の財源を確保。 
（注３） 保育士の処遇改善については、「社会保障の充実」における全職員を対象とした３％の処遇改善を実施（平成27年度）。このほか、「社会保障の充実」とは別に、平成29年度から全職員を対象とした 
     ２％の処遇改善を行うとともに技能・経験に応じた月額最大４万円の処遇改善を行うなど、取組を進めている。 
（注４） 「子ども・子育て支援新制度の実施」の国分については全額内閣府に計上。 
（注５） 「育児休業中の経済的支援の強化」の国分のうち、雇用保険の適用分（10億円）は厚生労働省、国共済組合の適用分（0.2億円）は各省庁に計上。 
（注６） 平成29年度に特例的に積み立てた財政安定化基金の一部も活用して、保険者努力支援制度等の支援に必要な約1,700億円は確保。 

（注4） 

（注５） 

（単位：億円） 

（注６） 

（注３） 
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参 考 資 料 
（平成30年度の「社会保障の充実」各施策概要） 
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子ども・子育て支援の充実 

 
○ 子ども・子育て支援新制度の推進により、すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、教育・保育、地域の子ども・子育て

支援の量及び質の充実を図る。 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
（参考）子ども・子育て支援新制度における量及び質の充実 
 ＜量的拡充＞ 
  市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の計画的な事業量の拡充を図る。 
 ＜質の向上＞ 
  子ども・子育て支援新制度の基本理念である、質の高い教育・保育、地域の子ども・子育て支援の実現を図る。   
 
 
 
 

Ⅰ．子ども・子育て支援新制度の実施    平成30年度所要額（公費）   6,526億円   

 ・施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費）☆ 
 ・地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育に係る運営費）☆ 

子どものための教育・保育給付 

 市町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援。 
  ・利用者支援事業☆ ・延長保育事業 ・放課後児童健全育成事業 ・地域子育て支援拠点事業 ・一時預かり事業☆ 

  ・病児保育事業☆ ・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 等 

地域子ども・子育て支援事業 

（☆は子育て安心プランの取組としても位置づけ） 

   ○児童養護施設等での家庭的な養育環境（小規模グループケア、グループホーム等）の推進など、質の向上を図る。 

   ○児童養護施設等の受入児童数の拡大（虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもの増加への対応）   

Ⅱ．社会的養護の充実      平成30年度所要額（公費）  416億円   

9 



  量的拡充 質の向上 

所 要 額 ４，２５８億円 ２，６８４億円 

主な内容 

 
○認定こども園、幼稚園、保育園、 
 地域型保育の量的拡充 
 （待機児童解消加速化プランの推進等） 
 

○３歳児の職員配置を改善（２０：１→１５：１） 
○私立幼稚園・保育園等・認定こども園の職員給与 
 の改善（３％） 
○保育標準時間認定に対応した職員配置の改善 
○研修機会の充実 
○小規模保育の体制強化 
○減価償却費、賃借料等への対応   など 

  
○地域子ども・子育て支援事業の量的拡充 
 （地域子育て支援拠点、一時預かり、 
  放課後児童クラブ等） 

○放課後児童クラブの充実 
○病児・病後児保育の充実 
○利用者支援事業の推進    など 

 
○社会的養護の量的拡充 ○児童養護施設等の職員配置を改善（５．５：１→４：１等） 

○児童養護施設等での家庭的な養育環境の推進 
○民間児童養護施設等の職員給与の改善（３％） など 

量的拡充・質の向上 合計 ６，９４２億円 

○ 「０．７兆円の範囲で実施する事項」として整理された「質の向上」の事項については、 

 平成３０年度予算（案）においても引き続き全て実施。 

平成３０年度における子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の向上」項目 

○ 子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の向上」を実現するためには「１兆円超」の財源が必要とされたところであり、 
 政府においては、引き続き、その確保に最大限努力する。 10 



 2025年（平成37年）に向けて、住み慣れた地域で必要な医療を受けながら生活できるよう、医療提供体制の改革を行う。 

  

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等 

Ⅰ 診療報酬改定 
 
○ 2025年に向けて､質の高い在宅医療の推進など地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化･強化、連携に重点的に取り組む。 

○ 平成26年度診療報酬改定 ： 消費税財源を活用した診療報酬本体の上乗せ（平成30年度所要額：公費409億円） 

○ 平成28年度診療報酬改定 ： 医療保険制度改革に伴う、国民健康保険組合の国庫補助の見直しによる財政効果を活用し、診療報酬本体に  

                      上乗せ（平成30年度所要額：公費34億円）。 

○ 平成30年度診療報酬改定 ： 医療保険制度改革に伴う、国民健康保険組合の国庫補助の見直しによる財政効果を活用し、診療報酬本体に  

                      上乗せ（平成30年度所要額：公費30億円） 

                                       

   
 

○ 都道府県が策定した地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携に必要な基盤整備や、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成
に必要な事業を支援するため、地域医療介護総合確保基金（医療分）の財源を確保する。 

 

Ⅱ 地域医療介護総合確保基金（医療分） 

 
○地域医療構想の策定 
 

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量 
  ・高度急性期・急性期・回復期・慢性期 
   の４機能ごとに推計 
  ・都道府県内の構想区域（二次医療圏 
   が基本）単位で推計 
 
２．目指すべき医療提供体制を実現する  

 ための施策 

病床の機能分化・連携 
（地域医療構想を踏まえた基盤整備） 

在宅医療の推進 
地域包括ケアシステムの構築に向けた拡充 

医療従事者等の確保・養成 
病床機能等に対応した人員配置、 
連携に必要な人材確保等の拡充 

平成27年～28年度 
構想を踏まえて 
事業が本格化 

平成29年度～ 
基金の都道府県計画 

（平成30年度所要額：公費934億円）（※基金の負担割合 国2/3 都道府県1/3 ） ※介護分については次頁に別途記載 

～地域医療構想～ 
各医療機関の役割分担 

医療機関 医療機関 

医療機関 

必要な基盤整備等を支援 

(高度)急性期機能 
回復期機能 

慢性期機能 

住まい 
在宅医療 
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地域包括ケアシステムの構築 

○ 平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。 
 
 
 
 
  
 
  
※１ 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。 
※２ 上記の地域支援事業の負担割合は、国38.5％、都道府県19.25％、市町村19.25％、１号保険料23％（公費割合は77％）。 
※３ 併せて、介護予防・日常生活支援総合事業を推進する。 

地域の医療・介護関係者による会議
の開催、在宅医療・介護関係者の研
修等を行い、在宅医療と介護サービ
スを一体的に提供する体制の構築
を推進 

初期集中支援チームの関与による認知症
の早期診断・早期対応や、地域支援推進
員による相談対応、認知症カフェの設
置や認知症の本人が集う取組を推進 

生活支援コーディネーターの配置や
協議体の設置等により、地域におけ
る生活支援の担い手やサービスの開
発等を行い、高齢者の社会参加及び
生活支援の充実を推進 

 団塊の世代が75歳以上となり医療・介護等の需要の急増が予想される2025（平成37）年を目途に、医療や介護が必要な状態に
なっても、できるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取組を進める。 

Ⅱ 市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実  ４３４億円 

在宅医療・介護連携 認知症施策 

地域包括支援センター等において、
多職種協働による個別事例の検討
等を行い、地域のネットワーク構築、
ケアマネジメント支援、地域課題の把
握等を推進 

地域ケア会議 生活支援の充実・強化 

Ⅰ 介護サービスの充実と人材確保 

（１）地域医療介護総合確保基金（介護分） ７２４億円 

○ 医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に設置した地域医療介
護総合確保基金（介護分）を活用し、介護施設等の整備を進めるほか、介護
人材の確保に向けて必要な事業を支援する。 

 

①介護施設等の整備に関する事業 
  地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービス施設の整備に

必要な経費や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、 特
養多床室のプライバシー保護のための改修など介護サービスの改善を図る
ための改修等に必要な経費の助成を行う。（６３４億円） 

 

②介護従事者の確保に関する事業 
  多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、

介護従事者の確保対策を推進する。（９０億円） 

  
※基金の負担割合 

 国2/3 都道府県1/3  
 

（２）平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分 
   （介護職員の処遇改善等）             １，１９６億円 

○ 平成27年度介護報酬改定による介護職員の処遇改善等を引き
続き行う。 

 

  ・１人あたり月額１万２千円相当の処遇改善 
      （８９３億円＜改定率換算で＋１．６５％＞） 

  ・中重度の要介護者や認知症高齢者等の介護サービスの充実 
      （３０３億円＜改定率換算で＋０．５６％＞） 

 
  

※金額は３０年度所要額（公費） 
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保険料額 

７割 
軽減 

５割 
２割 

応益分（約５０％） 

応能分（約５０％） 

収入 

国民健康保険・後期高齢者医療の低所得者の保険料軽減措置の拡充 
 ○ 平成２６年度に国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の軽減判定所得の基準を見直し、保険料の軽減対象を拡大。【所要額６１２億円】 

７割 
軽減 

５割 ２割 
応益分（約５０％） 

応能分（約５０％） 

対象者を拡大 

98万円 147万円 223万円 

※ 給与収入、三人世帯の場合 

287万円 190万円 

  《具体的な内容》 
   ① ２割軽減の拡大 … 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 
       （25年度） 基準額  33万円＋35万円 × 被保険者数  （給与収入 約223万円、3人世帯）  
       （26年度） 基準額  33万円＋45万円 × 被保険者数  （給与収入 約266万円、3人世帯）【軽減対象の拡大】 
       （27年度） 基準額  33万円＋47万円 × 被保険者数  （給与収入 約274万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】 
       （28年度） 基準額  33万円＋48万円 × 被保険者数  （給与収入 約278万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】 
       （29年度） 基準額  33万円＋49万円 × 被保険者数  （給与収入 約283万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】  
       （30年度） 基準額  33万円＋50万円 × 被保険者数  （給与収入 約287万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】  

   ② ５割軽減の拡大 … 現在、二人世帯以上が対象であるが、単身世帯についても対象とするとともに、軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 
       （25年度） 基準額  33万円＋24.5万円  × （被保険者数－世帯主）  （給与収入 約147万円、3人世帯）  
       （26年度） 基準額  33万円＋24.5万円  ×   被保険者数                 （給与収入 約178万円、3人世帯）【軽減対象の拡大】 
       （27年度） 基準額  33万円＋26万円     ×   被保険者数                 （給与収入 約184万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】 
       （28年度） 基準額  33万円＋26.5万円  ×   被保険者数                 （給与収入 約186万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】 
       （29年度） 基準額  33万円＋27万円    ×   被保険者数                 （給与収入 約188万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】 
                 （30年度） 基準額  33万円＋27.5万円 ×   被保険者数                 （給与収入 約190万円、3人世帯）【経済動向等を踏まえた見直し】 
 
 

保険料額 

収入 

＜国民健康保険制度の場合＞   

25年度 30年度 

＜後期高齢者医療制度の場合＞    
  後期高齢者医療制度においても同様の見直しを行う 13 



国民健康保険への財政支援の拡充 

 ○ 平成２７年度に保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援を拡充。  
 《拡充の内容》 

① 財政支援の対象となっていなかった２割軽減対象者についても、財政支援の対象とするとともに、軽減対象の拡大に応じ、財政支援の対象を拡大。 

② ７割軽減・５割軽減の対象者数に応じた財政支援の補助率を引き上げ。 

③ 財政支援額の算定基準を平均保険料収納額の一定割合から、平均保険料算定額の一定割合に変更。 

    ※ 収納額 ＝ 算定額 － 法定軽減額 － 未納額 

 

      【改正前】  軽減対象者１人当たりの支援額 ＝ 平均保険料収納額の12％（7割軽減）、6％（5割軽減）  

        【改正後】 軽減対象者１人当たりの支援額 ＝ 平均保険料算定額の15％（7割軽減）、14％（5割軽減）、13％（2割軽減）   
  ※ 平成３０年度所要額（公費）１，６６４億円（国：1/2、都道府県：1/4、市町村：1/4） 

改正前 改正後 

収入 

保険料額 

７割 
軽減 

５割 ２割 
応益分（約５０％） 

応能分（約５０％） 

15% 14% 13% 

７割 
軽減 

５割 
応益分（約５０％） 

応能分（約５０％） 

保険者 
支援制度 

保険者 
支援制度 

12% 6% 

２割 

保険料額 
低所得者が多い保険者の
財政基盤を強化 

低所得者が多い保険者の
財政基盤を更に強化 

収入 
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＜平成27年度から実施＞（毎年約1,700億円） 

○ 低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への 

財政支援を拡充（約1,700億円） 

    
＜平成30年度から実施＞（毎年約1,700億円） 

○財政調整機能の強化（財政調整交付金の実質的増額） 

○自治体の責めによらない要因による医療費増・負担への対応 

  （精神疾患、子どもの被保険者数、非自発的失業者 等） 

○保険者努力支援制度･･･医療費の適正化に向けた取組等に対する支援 

○財政リスクの分散・軽減方策（高額医療費への対応 ）  
  
 ※平成29年度に財政安定化基金の特例基金として措置した500億円のうち、170億円を充てる。   

○ あわせて、医療費の適正化に向けた取組や保険料の収納率向上などの事業運営の改善等を一層推進し、財政基盤

の強化を図る。 

平成27年度から、財政安定化基金を段階的に造成しており、平成30年度は、300億円を積増し 

  本体部分の積立額・・・平成27年度200億円 ⇒ 平成28年度600億円 ⇒ 平成29年度1,700億円 ⇒ 平成30年度2,000億円 

  特例基金の積立額・・・平成29年度800億円（激変緩和分300億円、上記４項目への活用を念頭においた分500億円） 

国民健康保険に対し、平成26年度に実施した低所得者向けの保険料軽減措置の拡充（約500億円）に加え、 

毎年約3,400億円の財政支援の拡充等を以下の通り実施することにより、国保の抜本的な財政基盤の強化を図る。 

※ 公費約3,400億円は、現在の国保の保険料総額（約３兆円）の１割を超える規模 

※ 被保険者一人当たり、約１万円の財政改善効果 

約800億円 

約840億円※ 

約60億円 

国保制度改革の概要（公費による財政支援の拡充）  
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○ 高齢者医療運営円滑化等補助金を段階的に拡充。 

○ 前期納付金負担の負担増の緩和のため、前期高齢者
納付金負担の伸び（負担が重い保険者に高い助成率を
適用）に着目した負担軽減を実施。 

○被用者保険の負担が増加する中で、拠出金負担の重い被用者保険者への支援を実施 
    ・制度化分として平成29年度から100億円。 
    ・平成27年度は新規分として約110億円｡全面総報酬割が実施された平成29年度には600億円｡ 
    ・これに加え､既存の高齢者医療運営円滑化等補助金（既存分）が平成29年度は120億円。 
○具体的には、 
   ①平成29年度から拠出金負担が重い保険者への負担軽減対策の対象を拡大し、拡大分に該当する

保険者の負担を保険者相互の拠出と国費の折半により軽減する（枠組みを法律に規定し、制度化
を行う。）とともに、 

   ②平成27年度から高齢者医療運営円滑化等補助金を段階的に拡充し、前期高齢者納付金の負担軽
減を図る 

 
○ 現在、保険者の支え合いで、拠出金負担（後期高齢者

支援金、前期高齢者納付金）の特に重い保険者（上位
３％）の負担軽減を実施。 

○ この対象を拡大し※1、拡大分に該当する保険者の負担
軽減の費用は、保険者の支え合い※2と国費で折半する。 

※１ 拡大分は、国費を投入することから、財政力(総報酬)が平均以下
の保険者に限定。平成29年度の対象は上位7.56％。 

※２ 保険者の支え合い部分に各保険者の医療費水準を反映。 

①拠出金負担の軽減（制度化） ②前期高齢者納付金負担の軽減 100億円 
（平成30年度所要額） 

600億円 
（平成30年度所要額） 

平成30年度所要額：７００億円 
（平成29年度予算額：７００億円） 被用者保険者への支援 
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70
歳
未
満 

70歳未満の高額療養費制度の改正（平成27年1月施行） 

月単位の上限額 

上位所得者 
（年収約770万円以上） 
 
健保：標報53万円以上 
国保：旧ただし書き所得600万円超 

150,000円＋ 
(医療費－500,000円)×１%  
  <４月目～：83,400円> 

 
 

 
一般所得者 
（上位所得者・低所得者以外） 
 

 ３人世帯（給与所得者/夫婦子1  
 人の場合：年収約210万～約770 
 万円 

 80,100円＋ 
(医療費－267,000円)×１% 
   <４月目～：44,400円> 

低所得者 (住民税非課税) 

 
 

35,400円 
<４月目～：24,600円> 

月単位の上限額 

年収約1,160万円以上 
健保：標報83万円以上 
国保：旧ただし書き所得901万円超 

252,600円＋ 
(医療費－842,000円)×１%  

      <４月目～：140,100円> 

年収約770～約1,160万円 
健保：標報53万～79万円 
国保：旧ただし書き所得600万～901万円 

167,400円＋ 
(医療費－558,000円)×１%  
 <４月目～：93,000円> 

年収約370～約770万円 
健保：標報28万～50万円 
国保：旧ただし書き所得210万～600万円 

80,100円＋ 
(医療費－267,000円)×１%  
 <４月目～：44,400円> 

年収約370万円以下 
健保：標報26万円以下 
国保：旧ただし書き所得210万円以下 

57,600円 
<４月目～：44,400円> 

低所得者 (住民税非課税) 

 
 

35,400円 
<４月目～：24,600円> 

（改正前：～平成26年12月） （改正後：平成27年１月～） 

  高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止
めを設ける仕組み。低所得者に配慮しつつ、負担能力に応じた負担とする観点から、70歳未満の所得区分を細分化し、
自己負担限度額をきめ細かく設定した（70～74歳患者負担特例措置の見直しに併せて行ったもの）。 

改正の趣旨 

改正の内容 

※ ＜４月目～＞は多数回該当の額。 
※ 70歳以上の自己負担限度額については、据え置きとした。 

施行日と予算額 

平成27年１月から実施。平成30年度所要額（公費）２４８億円 

約4,060万人 

約1,330万人 
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月5,514円 
（第６期(H27～H29)の全国平均額） 

市町村民税 本人が課税 市町村民税 本人が非課税、 
世帯に課税者がいる 

 介護保険の１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化 
     

（65歳以上全体の約３割） 

（保険料 
  基準額×） 

0.5 

0.75 

1.0 
1.2 

1.5 
（65歳以上全体の約７割） 

第6 
段階 

第9段階 第5段階 
0.3 

0.7 ② 
② 

収入 

第1段階 
生活保護被保護者 
世帯全員が市町村民税非課税の老齢
福祉年金受給者 
世帯全員が市町村民税非課税かつ本
人年金収入等80万円以下 

第3段階 
世帯全員が市
町村民税非課
税かつ本人年
金収入１２０万
円超 

第5段階 
本人が市町村民税非
課税（世帯に課税者
がいる）かつ本人年金
収入等80万円超 

第6段階 
市町村民税課
税かつ合計所
得金額120万
円未満          

第9段階 
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
290万円以
上 

第1段階 

第2
段階 

第3
段階 

市町村民税 
世帯全員が非課税 

第4段階 

第2段階 
 

世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円超120
万円以下 

第4段階 
 

本人が市町村民税非
課税（世帯に課税者が
いる）かつ本人年金収
入等80万円以下 

保険料基準額に対する割合 

第１段階 現行   0.5 →    0.45 
※公費負担割合  
 国1/2、都道府県1/4 
 市町村1/4           

 

 

 

        

 

保険料基準額に対する割合 

第１段階     0.45 →    0.3 

第２段階 現行 0.75 →  0.5 

第３段階 現行 0.75 →  0.7 

① 0.45 

0.9 

第7
段階 

第8
段階 

第7段階 
市町村民税課
税かつ合計所
得金額120万
円以上190万
円未満 

第8段階 
市町村民税課
税かつ合計所
得金額190万
円以上290万
円未満 

1.3 

1.7 

更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填 
65歳以上全体の約2割 

 

※保険料段階は平成27年度からの新段階で表示   ※具体的軽減幅は各割合の範囲内で市町村が条例で規定 

② 

①一部実施（平成２７年４月） 
  第一弾として、市町村民税非課税世帯のうち  
 特に所得の低い者を対象（６５歳以上の約２割） 
 

②完全実施 
  市町村民税非課税世帯全体を対象として完全実施（６５歳以上の約３割） 

650万人 240万人 240万人 
※被保険者数は平成27年10月1日現在の人口推計を基に算出 

540万人 440万人 410万人 370万人 270万人 270万人 

【平成30年度所要額 246億円（公費ベース※）】 

【実施時所要見込額 約1,400億円（公費ベース※）】 
（平成29年度ベース） 

介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 
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※ 医療費助成のほか、治療研究、福祉サービス、就労等の自立支援を総合的に実施していく。 

医 療 費 助 成 制 度 の ポ イ ン ト  

＜医療費助成の法定給付化＞ 
 ○ 平成27年１月から新制度を開始し、財源について義務的経費化 
 
＜医療費助成の対象疾病の拡大＞ 

 ○ 難病（大人）                            ・・・従前：５６疾病   →  ３０６疾病※１   

             ※１ 平成２７年１月から１１０疾病を対象に実施。平成２７年７月から１９６疾病を追加して３０６疾病を対象に実施。 

  ○ 小児慢性特定疾病（子ども）・・・従前：５１４疾病（⇒※２ ５９７疾病） → ７０４疾病    
             ※２ 従前の対象疾病を細分化等したことに伴い疾病数を５９７疾病に再整理（対象者は同じ）し、新規で１０７疾病を追加した。 

 
＜自己負担割合＞ 
 ○ 自己負担割合について、３割から２割に引下げ。 
 
＜自己負担限度額等＞ 
 ○ 負担上限は障害者医療（更生医療）をベースにし、負担能力に応じた上限額を設定。 
   （原則は2,500～30,000円／月） 

 ○ 高額な医療が長期的に継続する患者への配慮（障害者医療（重度かつ継続）と同じ上限設定（最大20,000円／月）） 

 ○ 高額な医療を要する軽症者への配慮（軽症の難病患者は原則助成対象としないが、高額な医療を要する者は対象） 

 ○ 子どもへの配慮（子どもは、大人の２分の１（負担上限、入院時の食費負担）） 

  

           

医療費助成制度に必要な平成30年度所要額（公費）は、２，０８９億円 

難病・小児慢性特定疾病対策に係る公平かつ安定的な制度の運用 
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○ 老齢基礎年金等の受給資格期間を２５年から１０年へ短縮。 
 
○ 平成２９年８月１日施行 
 
○ 対象者数（見込み） 
  約４０万人（期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者） 

 

○ 所要額 
  平成３０年度（公費） ６４４億円 
    
 

概要 

年金受給資格期間の短縮（25年→10年） 

○ 年金受給資格期間の２５年から１０年への短縮について、平成２９年８月から実施し
ており、必要な経費を引き続き措置する。 
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○ 遺族基礎年金の支給対象について、「子のある妻又は子」に加えて 
 「子のある夫」も対象とする。 

○ 平成２６年４月１日から施行。  

○ 施行日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金から適用。  

●子のある妻 
    又は 
●子 

●子のある妻又は夫 
      又は 
●子 

従前の支給対象 拡大後の支給対象 

※子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする父母が存在する間は支給停止となる。 

概要 

○ 所要額 

  平成３０年度（公費） ５０億円 

    ※ 受給権者の増加により所要額が増加していくが、その際、子の18歳到達等による失権者の増加により、 

          所要額の増加幅は徐々に緩やかになり、約100億円で所要額は増加しなくなると推計。 

遺族基礎年金の父子家庭への拡大 

○ 全国民共通の給付であり子どもがいる場合に支給される遺族基礎年金について、これまで支給
対象が子のある妻又は子に限定されていたため、父子家庭も支給対象に加えることとする。 
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１．「地域共生社会」を提案する背景 
２．「地域共生社会」の実現に向けて、これまでに実施した取組 
３．「地域共生社会」の実現に向けて、現在、実施している取組 

「地域共生社会」の実現に向けた取組について 
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○ 我が国では、高齢者、障害者、子どもなどに対する公的な制度は、対象者ご 
  とに整備され、その充実が図られてきた。しかし、昨今、複合化・複雑化した課 
  題を持つ世帯や、自ら相談に行くことが困難な方、地域において孤立する方、 
  既存の制度の狭間にある課題を抱える方など、「縦割り」で整備された公的な 
    制度だけでは対応が困難なケースが出てきている。 
 
○ こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、改革の基本コンセプトとして、「地域 
    共生社会」の実現を掲げ、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日閣 
    議決定。Ｐ．２参照）や、「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」 
     （平成 29 年２月７日 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決 
  定。 Ｐ．３参照）に基づき、その具体化に向けた改革を進めている。 
 
 （ご参考）厚労省ＨＰ ：  
      http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html 
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安心した生活（地域課題の解決力強化と医療・福祉人材の活用） 

⑨ 地域共生社会の実現 
介護離職 
ゼロの実現 

【国民生活における課題】 

高齢、障害、児童等の対象者ごとに充実さ
せてきた福祉サービスについて、複合化す
るニーズへの対応を強化することが必要。 

医療・福祉人材の確保に向けて、新たな資
格者の養成のみならず、潜在有資格者の人
材活用が必要。また、これにより、他の高
付加価値産業における人材確保を同時に達
成することが必要。 

・有資格者のうち資格に係る専門分野で就業し
ていない者の割合： 

 保育士 約６割（2015年度・推計） 
 介護福祉士 約４割（2013年度・推計） 

【今後の対応の方向性】 

支え手側と受け手側が常に固定しているのではなく、皆が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域社会の実現
を目指す。あわせて、寄附文化を醸成し、NPOとの連携や民間資金の活用を図る。また、支援の対象者ごとに縦割りとなってい
る福祉サービスの相互利用等を進めるとともに、一人の人材が複数の専門資格を取得しやすいようにする。 

【具体的な施策】 

・地域包括支援センター、社会福祉協議会、地域に根ざした活動を行うNPOなどが中心となって、小中学校区等の住民に
身近な圏域で、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援し、2020年～2025年を目途に全国
展開を図る。その際、社会福祉法人の地域における公益的な活動との連携も図る。 

・多様な活躍、就労の場づくりを推進するため、公共的な地域活動やソーシャルビジネスなどの環境整備を進める。 

・共助の活動への多様な担い手の参画と活動の活発化のために、寄附文化の醸成に向けた取組を推進する。 

・高齢者、障害者、児童等の福祉サービスについて、設置基準、人員配置基準の見直しや報酬体系の見直しを検討し、
高齢者、障害者、児童等が相互に又は一体的に利用しやすくなるようにする。 

・育児、介護、障害、貧困、さらには育児と介護に同時に直面する家庭など、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受
け止める、市町村における総合的な相談支援体制作りを進め、2020年～2025年を目途に全国展開を図る。 

・医療、介護、福祉の専門資格について、複数資格に共通の基礎課程を設け、一人の人材が複数の資格を取得しやすい
ようにすることを検討する。 

・医療、福祉の業務独占資格の業務範囲について、現場で効率的、効果的なサービス提供が進むよう、見直しを行う。 

 
2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度以降 

指標 

2020年～2025年
を目途に： 
地域課題の解決
力を強化する体
制 全国展開 
総合的な相談支
援体制 全国展
開 
 
2021年度： 
新たな共通の基
礎課程の実施 

設備・人員基準や 
報酬体系の 

見直しを検討 

各地域における体制の確立・充実 

検討結果を 
踏まえた 
対応を実施 

地域課題の 
解決力の強化／ 
福祉サービスの 
一体的提供／ 

総合的な 
相談支援体制づくり 

各資格の 
履修内容に 
関する研究 

医療、介護、福祉の 
専門資格における 
共通の基礎課程の 

検討・ 
業務独占資格の 
対象範囲の見直し 

資格所持による履修期間短縮について、 
資格ごとに検討・結論。 

可能な資格から履修期間短縮を実施 

介護福祉士と 
准看護師相互の 

単位認定について検討 

単位認定拡大について、資格ごとに検討・結論。 
可能な資格から単位認定を実施 

可能な資格から履修期間短縮を実施 
※共通の基礎課程創設後も、既取得者に適用 

業務独占資格の業務範囲の見直しを継続的に検討・実施 

相談支援体制づくりと地域課題の解決力強化について、 
モデル事業等を数年間実施する中で制度化を検討 

 
 

誰
も
が
支
え
合
う
地
域
の
構
築
に
向
け
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
現 

 
 
―

新
た
な
時
代
に
対
応
し
た
福
祉
の
提
供
ビ
ジ
ョ
ン―

 
 
 

（
平
成
27
年
9
月
17
日
・
厚
生
労
働
省
） 

新たな共通の基礎課程の具体案について検討・結論 
新たな共通の基礎課程の実施 

※共通の基礎課程が一部資格にとどまる場合には、 
資格の範囲の拡大について継続検討・順次実施 

福祉系国家資格を 
有する者に対する 
保育士養成課程・ 
保育士試験科目の 

一部免除について検討 

福祉サービスの 
一体的な提供に 

ついて 
運用上の対応が 
可能な事項の 

ガイドラインを整備 

年度 

施策 

ニッポン一億総活躍プラン工程表 
（平成28年6月2日閣議決定）（抄） 
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○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す 
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す 

 
○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援    
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援 

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、 
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】 

「地域共生社会」とは 

   
平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正 
 市町村による包括的支援体制の制度化 
 共生型サービスの創設  など 

平成30（2018）年：  
 介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価 など 
 生活困窮者自立支援制度の強化 

2020年代初頭：
全面展開  

【検討課題】 
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む） 
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方         ③共通基礎課程の創設     等 

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し  

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定 

実現に向けた工程 

改革の骨格 

 
 
 
 
 
 
 
 

専門人材の機能強化・最大活用 

 
 
 
 
 

地域を基盤とする包括的支援の強化 
地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、 
     生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築 
共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】 
市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な 
             包括的支援のあり方の検討 

 
 
 
 

 住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域 
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】 

 複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】 
 地域福祉計画の充実【29年制度改正】 

地域課題の解決力の強化 

地域丸ごとのつながりの強化 

 
 
 
 
 

 
 
 

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討 
福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の 
 一部免除の検討 

「地域共生社会」の実現 

改革の背景と方向性 

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換 

 多様な担い手の育成・参画、 
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備 

 社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と 
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援 
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２．「地域共生社会」の実現に向けて、これまでに実施した取組 

○ これまでに、主に以下の取組を実施した。 
 
 ・地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドラインの策定 
  （平成28年３月）（Ｐ．５参照） 
 ・地域の取組を円滑にするための既存制度の整理・明確化等に関する通知の発出 
  （平成29年３月31日）（Ｐ．６、７参照） 
 ・「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念の明記や包括的な支援体制の整備、高 
  齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サー 
  ビスの創設などを内容とする地域包括ケア強化法案の成立（平成29年６月２日公 
  布。平成30年４月１日施行）（Ｐ．８参照） 
 ・地域共生社会の実現に向けた取組を具体的に検討するため、「地域における住民 
  主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検 
  討会）」を開催し、報告書をとりまとめ（平成29年９月12日）（Ｐ．９参照） 
 ・福祉系国会資格を持つ者への保育士養成課程・保育士試験科目の一部免除に関 
  する省令・告示の改正（平成30年１月15日公布、同日施行）（Ｐ．10参照） 

26 



② 共用可能な設備 ① 兼務可能な人員 

③ 基準該当障害福祉サービス等（注）が活用可能であること 

○ 兼務・共用の取扱いが明確でない人員・設備の取扱いについて、

現行制度で運用上対応可能な事項を明確化し、高齢者、障害者、

児童等の福祉サービスの総合的な提供の阻害要因を解消。 

高齢者 子ども 

障害者 
その他（生活困窮
者や見守りが必要
な者など） 

まちづくりの
拠点にもなる 

対象者の分け隔てなく、１カ所
で総合的にサービスを提供 

ポイント 

高齢者、障害者、児童等に対する福祉サービスの総合的な提供を実施する場合は、基準該当障害福祉サービスを実施
することが可能であることを明確化。 

明確化する事項 

（注）基準該当障害福祉サービス等:指定障害福祉サービスや指定通所支援としての基準は満たしていないが、介護保険事業所等の基準を満たす事業所であり、市町村が認め
たものにおいては、当該事業者が障害者（児）を受け入れた場合、基準該当障害福祉サービス等として特例介護給付費等が支給。 

＜総合的な福祉サービスの提供のイメージ＞ 

【基準上規定がある設備】 【基準上規定がない設備】 

高齢者等 通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護 等 

障害者 生活介護、短期入所、自立訓練、就労継続支援（A型、B型）、放課後等デイサービス 等 

児童 保育所、小規模保育事業、地域子育て支援拠点事業、放課後児童健全育成事業 等 

○ 高齢者、障害者、児童等の福祉サービスを組み

合わせて福祉サービスを総合的に提供する際の、

以下の①～③の事項を明確化。   

＜福祉サービスを総合的に提供する際に利用が想定されるサービス（例）＞ 

・管理者、代表者、医師、栄養士、
調理員 

・食堂、居間、機能訓練室、訓
練・作業室、指導訓練室、浴室、
医務室、静養室、事務室、相
談室、調理室、洗面所、洗濯
室、非常災害に際して必要な
設備、便所 等 

・玄関、廊下、階段、エレベータ、
送迎バス 

 
※高齢者、障害者、児童等がそれぞ

れ利用する設備を区切る壁等の設
置が不要なことも併せて明確化 

地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン（概要） 

27 



 
 
 
 
 
１ 地域づくりに資する事業の一体的実施について 
 介護保険制度の地域支援事業、障害者総合支援制度の地域生活支援事業、子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業、健康増
進法に基づく健康増進事業などの地域づくりに資する事業（予算による国庫補助事業や市区町村が単独事業として行うものを含む。以下同
じ。）について、市区町村は、事業の効果、効率性や対象者の生活の質を高めるために、複数の事業を連携して一体的に実施することができ
る。 
 この場合において、一の事業を担当する職員が、他方の事業の対象者に対し支援を提供することを妨げない。 
  
２   費用の計上について 
 市区町村が地域づくりに資する事業のうち、複数のものを連携して一体的に実施する場合は、その実施に要する総費用を事業間で合理的
な方法により按分することができる。なお、合理的な方法の例としては、以下の①や②が挙げられるが、これ以外の方法でも市区町村の実情
に応じて設定することができる。ただし、同一の費用を複数の事業で重複して計上することがないようにする必要がある。 
 
① 地域づくりに資する事業の一体的実施に要する総費用を、市区町村内の高齢者数、障害者数、子どもの数などの割合に応じて按分して 
 算出された費用を、各制度に基づく事業にそれぞれ計上する方法 
（具体的な例） 
・ボランティア養成のための研修を、高齢者・障害者・子どもなどの研修分野ごとに対象者を区分せず、一体的に実施し、それぞれの対象者数 
 の割合に応じて按分し計上する場合 
・高齢者と障害者の権利擁護・虐待防止に関する研修を一体的に実施し、市区町村内の高齢者数と障害者数の割合に応じて費用を按分し計     
 上する場合 
 
② 地域づくりに資する事業に従事する職員について、それぞれの主たる業務に着目して按分する方法 
（具体的な例） 
・地域包括支援センターが障害者や子どもまでを対象とした総合相談業務を担う場合に、主に高齢者からの相談に応じる職員と、主に高齢者 
 以外からの相談に応じる職員に区分し、それぞれの費用を、地域支援事業とその他の事業（地方単独事業を含む）に計上する場合（間接経 
 費については、地域支援事業として計上する。） 
 
 ただし、例えば、通いの場としての性質から、主に高齢者が利用する場を、一部、子どもやその保護者、障害者などの利用に供する場合や、
高齢者への相談支援を行う一環として世帯全体の課題を把握するため、高齢者以外の者への支援を行う場合など、支援全体が主たる目的
の事業の一環として提供される場合には、按分の必要はなく、主たる目的の事業に要する費用として、総費用を計上する。この場合、補助金
等の目的外利用とはならない。 

地域づくりに資する事業の一体的な実施について（抄） 
（平成29年３月31日健健発0331第１号・雇児総発0331第４号・社援地発0331第１号・障企発0331第１号・老振発0331第１号厚生労働省健康局健康課長・雇用

均等・児童家庭局総務課・社会・援護局地域福祉課長・社会・援護局障害保健福祉部企画課長・老健局振興課長通知） 

28 



 

 

 

 各社会福祉施設等の職員が取り組む地域活動のうち、当該社会福祉施設等の利用
者を参加させる目的をもって行われるものは、利用者の自立等に資するものであり、当
該社会福祉施設等がその利用者に提供している福祉サービスの一環として行うことが
可能です。この場合、地域活動を行っている時間については、当該福祉サービスの提
供に従事する時間として取り扱うことになります。 

 

 一方、各社会福祉施設等の利用者を参加させる目的をもたない地域活動は、当該社
会福祉施設等がその利用者に提供している福祉サービスとは別に行われるものであり、
この場合については、社会福祉施設等の職員は、当該福祉サービスの提供業務に従
事すべき時間帯と当該地域活動に従事する時間帯とを明確に区別すれば、当該地域
活動を行うことができます。 

 

社会福祉施設等の職員が行う地域活動の推進について（抄） 
（平成29年３月31日雇児総発0331第５号・社援保発0331第９号・障企発0331第２号・障障発0331第２号・老推発0331第１号・老高発0331第１号・老振発
0331第２号・老老発0331第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長・社会・援護局保護課長・社会・援護局障害保健福祉部企画課長・社会・援護局障
害保健福祉部障害福祉課長・老健局総務課認知症施策推進室長・老健局高齢者支援課長・老健局振興課長・老健局老人保健課長） 
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障害福祉サービス事業所等 
 

介護保険事業所 

 新たに共生型サービスを位置づけ 

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に 
新たに共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討） 

サービスを提供する場合、 
それぞれ指定基準を 
満たす必要がある 

共生型サービス事業所 
新 

介護保険事業所 

 

障害福祉サービス事業所等 

高齢者 障害児者 高齢者 障害児者 障害福祉サービス事業
所等であれば、介護保険
事業所の指定も受けや
すくする特例を設ける。 
※逆も同じ 

※対象サービスは、 
 ①ホームヘルプサービス、 
 ②デイサービス、 
 ③ショートステイ等を想定 

現行 

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備 
１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者に
よる①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。 

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 
 ○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 
 ○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊） 
 
 

 ○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制 

３．地域福祉計画の充実 
 ○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として  
  位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。） 

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等 

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。 

地域共生社会の実現に向けた取組の推進 
（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律） 
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総論（今後の方向性） 

○各福祉分野に共通して取り組むべき事項の例 
 ・ 福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業、農林水産、土木、防犯・防災、

社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携に関する事項 
   ・ 高齢、障害、子ども等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野 
 ・ 制度の狭間の問題への対応のあり方 
 ・ 共生型サービスなどの分野横断的な福祉サービスの展開 
 ・ 居住に課題を抱える者・世帯への横断的な支援のあり方 
 ・ 市民後見人の養成や活動支援、判断能力に不安がある人への金銭管理、

身元保証人など、権利擁護のあり方 
 ・ 高齢者、障害者、児童に対する統一的な虐待への対応や、家庭内で虐待

を行った介護者・養育者が抱えている課題にも着目した支援のあり方 
 ・ 各福祉分野・福祉以外の分野の圏域の考え方・関係の整理 
 ・ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業

等を有効に活用した連携体制 
 ・ 役所内の全庁的な体制整備                          等 
○計画策定に当たっての留意点 
 ・ 狭義の地域福祉計画の担当部局のみならず、計画策定を通して、部局を

超えた協働の仕組みができるような体制をとる。 
 ・ 他の福祉に関する計画との調和を図る方法として、計画期間をそろえる、

一体的に策定するなどの方法が考えられる。 
 ・ 成年後見、住まい、自殺対策、再犯防止等の計画と一体的に策定するこ

とも考えられる。 
  

◆ 地域共生が文化として定着する挑戦                         ◆ 「待ち」の姿勢から、「予防」の視点に基づく、早期発見、早期支援へ  
◆ 専門職による多職種連携、地域住民等との協働による地域連携       ◆ 「支え手」「受け手」が固定されない、多様な参加の場、働く場の創造 
◆ 「点」としての取組から、有機的に連携・協働する「面」としての取組へ 
各論１  市町村における包括的な支援体制の構築 
【1】他人事を「我が事」に変えていくような働きかけをする機能 

【2】「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める場 

○３つの地域づくりの方向性の促進に向けた取組の例 
 ・ 福祉、医療、教育、環境、農林水産、観光などの各分野における場や人材（地域

の宝）とつながる。分野を超えた協働を進めるとともに、分野を超えた協働を進
めていく役割を果たす人を地域の中から多く見つけていく。 

 ・ 障害や認知症、社会的孤立等に関して学ぶことを通じ、地域や福祉を身近なも
のとして考える福祉教育の機会を提供する。  

 ・ 地域から排除されがちな課題であっても、ソーシャルワーカーが専門的な対応を
行う中で、徐々に地域住民と協働していくといった取組を積み重ねる。そうした
取組を当事者のプライバシー等に配慮した上で広く知ってもらう。 

○地域づくりを推進する財源等の例 
 ・ 事業の一体的な実施による各分野の補助金等の柔軟な活用、共同募金におけ

るテーマ型募金や市町村共同募金委員会の活用、クラウドファンディング、ＳＩＢ、
ふるさと納税、社会福祉法人の地域公益的取組、企業の社会貢献活動等 

○住民に身近な圏域での「丸ごと」受け止める場の整備にあたっての留意点 
 ・ 担い手を定め、分かりやすい名称を付けるなどして、広く住民等に周知。 
例１：地域住民による相談窓口を設置し、社会福祉協議会のＣＳＷが専門的観点からサポートする方法 

例２：地域包括支援センターのブランチを拠点とした相談窓口を設置するとともに、民生委員等と協働していく方法 

例３：自治体等において各種の相談窓口を集約し、各専門職が地域担当として、チームで活動していく方法 

例４：診療所や病院のソーシャルワーカーなどが退院調整等だけでなく、地域の様々な相談を受け止めていく方法 

 ・ 民生委員、保護司等の地域の関係者から、情報が入る体制を構築する。 
【3】市町村における包括的な相談支援体制 
○市町村における包括的な相談支援体制の構築にあたっての留意点 
 ・ 支援チームの編成は、本人の意思やニーズに応じて新たな支援者を巻き込む。 
 ・ 支援チームによる個別事案の検討や、資源開発のための検討の場について

は、①地域ケア会議などの既存の場の機能拡充、②協働の中核を担う者が
既存の場に出向く、③新設する等の対応が考えられる。 

 ・ 生活困窮者支援の実践で培われた、働く場や参加の場を地域に見出していく、
福祉の領域を超えた地域づくりを推進 

各論２「地域福祉（支援）計画」 

各論３「自治体、国の役割」 
○市町村→包括的な支援体制の整備について、責任をもって進めていく。地

域福祉計画として関係者と合意し、計画的に推進していくことが有効。 
○都道府県→単独の市町村では解決が難しい課題への支援体制の構築、都

道府県域の独自施策の企画・立案、市町村への技術的助言 
○国→指針等の作成で終わることなく、「我が事・丸ごと」の人材育成、プロセ

スを重視した評価指標の検討、財源の確保・あり方についての検討 

第１０６条の３ 
第１項第１号 

第１０６条の３ 
第１項第２号 

第１０６条の３ 
第１項第３号 

地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 
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○ 女性の社会進出が進み、その働き方が多様化する中で、保育所等の利用率が上昇しており、必要となる保育の受け皿整備を進めるとと

もに、保育人材の確保に取り組んでいる。  
○ こうした中、「日本再興戦略」 （平成27年6月30日閣議決定）において、他の福祉系国家資格所有者等の保育士資格取得への対応に

ついて、検討を行うこととし、厚生労働省においても、平成28年7月に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を設置し、「地域共生社会」
の実現に向けた検討を行う中で、専門人材の機能強化・最大活用を図るため、保健医療福祉の専門資格の新たな共通基礎課程の創設
を目指し、当面の措置として、福祉系国家資格所有者への保育士養成課程・試験科目の一部免除などの運用改善を検討することとした。 

背景 

  
 

   
  
○ 各福祉系国家資格の養成課程の教育内容は、主としてその資格に求められる専門性に関するものとなっているが、社会保障制度に関わ

る基礎的知識や相談援助の基礎などといった福祉職の基盤となる部分については、各資格において共通する内容が多く含まれている。 
  

○ 福祉系国家資格所有者は、各々の養成課程において修得する福祉の基礎に関わる部分について、既にその内容を修得しているため、保
育士養成課程等の「福祉職の基盤に関する科目」に係る部分について免除の方策をとることが考えられる。 

 
  

 
（１） 保育士試験科目の免除 （対象：介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士） 
    指定保育士養成施設で試験科目に対応した教科目を履修した場合には、それに対応する試験科目の免除を行う。このうち、「福祉職の 
  基盤に関する科目」に対応する試験科目（社会福祉・児童家庭福祉・社会的養護）については、他の福祉系国家資格を所有していること 
  をもって免除を行う。 
（２） 保育士養成施設での履修科目の一部免除 （対象：介護福祉士養成施設を卒業した介護福祉士のみ※） 
    介護福祉士養成施設の卒業者が指定保育士養成施設で学ぶ場合に、「福祉職の基盤に関する科目」に該当する科目の履修の免除を    
  行う。  
   ※ 保育士養成施設卒業者に対する介護福祉養成施設での一部科目免除については、既に制度化されていることから、相互に免除できるようにするもの。 
 
         平成30年１月15日            

対応 

基本的考え方 

保育士資格取得の際の具体的方策 

施行日 

福祉系国家資格所有者の保育士資格取得への対応について（概要） 

32 



３．「地域共生社会」の実現に向けて、現在、実施している取組 

○ また、現在、以下の取組を実施しており、引き続き、「地域共生社会」の実現 
  に向けて取り組んでいく。 
 
  ・包括的な支援体制の整備に向けたモデル事業の実施（Ｐ．12参照）  
   ・「地域丸ごとのつながり」の具体的取組を普及する観点から、ソーシャル・イン 
     パクト・ボンド（ＳＩＢ）など社会的インパクト投資の枠組みを活用した事業をモ 
     デル的に実施（Ｐ．13参照） 
 ・住民とともに地域をつくり、地域生活の中で本人に寄り添って支援する人材を 
    育成するとともに、多様なキャリアパスの構築等を通じた人材の有効活用を図 
    るため、保健医療福祉の各資格を通じた共通基礎課程の創設を検討（Ｐ．14、 
    15参照） 
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○ 複合化・複雑化した課題に的確に対応するために、各制度ごとの相談支 
 援機関を総合的にコーディネートするため、相談支援包括化推進員を配置 
 し、チームとして包括的・総合的な相談体制を構築する。 

 

 

 相談支援包括化推進員 
 世帯全体の課題を的確に把握 
 多職種・多機関のﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進 
 相談支援包括化推進会議の開催等 
  
 
  

地区社協 

司法関係 

総合的な相談支援体制作り 

児童関係 医療関係 

障害関係 

教育関係 住まい関係 高齢関係 雇用、就労関係 

住
民
に
身
近
な
圏
域
 

市
町
村
域
等
 新たな社会資源の創出 

地域に不足する資源の検討 ＋ 

ニッポン一億総活躍プラン 

（H28.6.2閣議決定） 

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援 

 

ボランティア、学校、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会 

企業、商店 ご近所、自治会 

民生委員・児童委員 

社会福祉法人、ＮＰＯ 

様々な課題を抱える住民（生活困窮、障害、認知症等） 

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制 

（２）多機関の協働による包括的支援体制構築事業（補助率3/4）   

まちおこし、産業、 
農林水産、土木、 
防犯・防災、環境、  
社会教育、交通、 
都市計画 

地域における他分野 

（１）地域力強化推進事業（補助率3/4）      

 世帯全体の複合
化・複雑化した課題
を受け止める、市町
村における総合的な
相談支援体制作りの
推進。 

○ 住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることができる体制 
 を構築することを支援する。 

平成30年度予算案２６億円 
実施主体:市町村(150か所程度)都道府県可 

（前年度予算額２０億円(100か所程度)） 

 小中学校区等の住
民に身近な圏域で、
住民が主体的に地域
課題を把握して解決
を試みる体制づくり
の支援。 

   地域の課題を「丸ごと」受け止める場（※） 
  ※ 地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、 
    相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等 
    

[3] 

多文化共生関係 

家計支援関係 

保健関係 

[1] 他人事を「我が事」に変えていくような働きかけ 

[2] 

自殺対策関係 

  ○ 市町村レベルにおいて「我が事・丸ごと」の地域づくりに係る普及啓発の 
 取組や、都道府県による市町村における地域づくりへの支援を実施する。      

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進 

34 

http://4.bp.blogspot.com/-_uiP7snuyhA/Us_Ng2k41sI/AAAAAAAAdK8/DBs2ee1iNPo/s800/kaisya_nakayoshi.png
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxqPms9LPAhUO1GMKHfPkBgQQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_7416.html&bvm=bv.135475266,d.cGc&psig=AFQjCNFpZfcCO7TP3oqaZ6w0iFn8rp3vtA&ust=1476263270359199
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20LmVs9LPAhUL-GMKHQtaBj8QjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_912.html&bvm=bv.135475266,d.cGc&psig=AFQjCNF1KSCbK_1YsCGfSnYCU_IbXPqitQ&ust=1476263208745115


保健福祉分野において、ソーシャル・インパクト・ボンドなど社会的インパクト投資の枠組みを活用して社会的事業
を試行的に実施し、社会的事業の成果を測定する指標の設定、事業成果に基づく報酬の設定と行政や民間資金等の提
供者との契約締結などの環境整備、行政による財政支援の成果指向型への改革等について、その課題や有効性の検証
を行う。 
これを通じて、保健福祉分野における社会的事業の開発・普及を目指す。 

 （事業実施型） 
○ 農林業等の地域資源を活用した、ハンディキャップのある人々の社会参加・就労支援と、コミュニティ再生 
○ 農業などの地域資源の活用と多世代の地域住民の参画による地域づくりと、介護予防・自立支援 
 
（計画策定型） 
○  専業主婦や高齢者、耕作放棄地など地域の潜在資源を活用した子育て環境充実と地域活性化 
○  コミュニティ拠点の整備や耕作放棄地等の活用と、高齢者・障害者の参画による地域活性化と健康寿命の延伸 
○  遊休耕作地を活用した認知症高齢者の社会参加と認知症予防 

  ①健康づくり ②生活困窮者施策 ③児童福祉施策  
  ④地域コミュニティづくり（地域経済活動の活性化と参加者の健康増進、自立支援等の推進）  

概要 

将来的に目指すもの 

事業分野の例 

平成29年度に採択された事業（抜粋） 

事業により生まれる社会的事業の成果を評価する指標を整備し、社会的事業の成果を透明化することを通じて、以下
の実現を目指す。 
 ① 行政の財政支援を成果に基づく仕組みへと転換すること 
 ② 社会的事業への民間の融資等を促すこと 
 ③ 事業主体が指標に基づいて事業を改善することで、事業の効果を更に向上すること 

保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（環境整備事業） 

平成30年度予算案1.1億円 
（前年度予算額0.7億円） 
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○ 医療・福祉の複数資格に共通の基礎課程を創設し、資格ごとの専
門課程との２階建ての養成課程へ再編することを検討。 

○ 資格所持による履修期間の短縮、単位認定の拡大を検討。 

【現状・課題】 

○ 医療福祉の就業者数は、2030年に卸・小売業を抜き製造業に比肩。 

○ 専門資格を持ちながら専門分野で就業していない潜在有資格者は、例えば、

看護師・准看護師で約3割、介護福祉士で4割強、保育士で6割強と多数。 

○ 生産年齢人口が減少する中、今後の医療・福祉のニーズの増大に対応す

るためには、潜在有資格者の掘り起こしとともに、多様なキャリアパス構築等

を通じた人材の有効活用の視点が必要不可欠。なお、これは、生産年齢人

口が減少する中、他の高付加価値産業での人材確保にも資する。 

【対応の方向性】 

複数の医療・福祉資格を取りやすくし、 
医療・福祉人材のキャリア・パスを複線化。 

※就業者数について、2014年度は総務省「労働力調査」。 

  2020年及び2030年は、雇用政策研究会推計（平成27年12月）
の「経済成長と労働参加が適切に進むケース」の値。 具体的な取組 

（参考）医療・福祉関係資格の例    
【医療】 
 看護師   
 准看護師 
 理学療法士 
 作業療法士 
 視能訓練士 
 言語聴覚士 
 診療放射線技師 
 臨床検査技師   

【福祉】 
 社会福祉士 
 介護福祉士 
 精神保健福祉士 
 保育士 
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現在：資格Ａの有資格者が資格Ｃをと
る場合、原則、新たに養成課程
全体（2年間）を修了する必要。 

【共通基礎課程のイメージ】（※具体的な制度設計は今後検討） 
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将来像：共通基礎課程を修了した資格Ａ
の有資格者が資格Ｃをとる場合、
短い履修期間で資格取得。 

共通基礎課程 

医療・福祉分野の就業者数の推計 
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医療・福祉人材の最大活用のための養成課程の見直し 平成28年5月11日 
経済財政諮問会議 
塩崎大臣提出資料（抜粋） 
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 共通基礎課程（※）創設を念頭に、医療及び福祉関係17職種の教育内容の共通度等を調査 
  （※）キャリアの多様化・職種間の流動化促進の観点から、年単位を想定 

 研究結果 

・職種間では教育内容にバラツキがあり、既存カリキュラムを前提に、年単位で共通化す 

 るのは困難。 

・保健医療福祉の専門職に求められるコアコンピテンシーを検討し、教育内容の共通化を
進めるというアプローチが妥当。 

共通基礎課程に係る厚生労働科学研究における検討の状況 

◆平成28年度特別研究：「医療関係職種の養成課程内容共通度の調査研究」 

◆平成29年度特別研究：「保健医療福祉専門職の教育課程の共通化に関する海外の取組及び 
対人支援を行う専門職に求められる能力と教育の在り方に関する研究」 

 「ビジョン検討会」の報告書を踏まえて、下記①～③を実施。②・③は、仮説設定と複数
地域でのワークショップ等を通じた検証・見直しというプロセスにより検討。 

①海外における教育課程の共通化の取組について、その教育内容（教育目標、構成など）、
共通化に向けた移行プロセス、継続的な発展枠組みのレビューを実施 

②我が国における疾病構造の変化等を踏まえた、対人支援を行う専門職に求められる能力
（コンピテンシー）の研究 

③その能力を有する専門職を養成するための教育の在り方の研究 

※ 研究班は、昨年度の特別研究で関連研究を行った２つの研究班を再編 
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中小企業・小規模事業者における 
「働き方改革」実現に向けた対策（案） 

 
平成30年1月 

 

厚生労働省 
中小企業庁 
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中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策（考え方①） 

働き方改革の基本的な考え方 
 「働き方改革」は、女性、若者、高齢者等、誰もが生きがいを感じられる「一億総活躍社会」実現の最大の鍵。 

女性、若者、高齢者等の活躍を更に進めていくためには、 

・ 長時間かつ硬直的な労働時間 

・ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差 

  を解消するとともに、労働生産性の向上や女性、若者の人材育成等が必要。 

  ※ 労働時間については、欧米諸国と比較して、長時間労働となっている労働者の割合が高い 

こうした考え方に基づき、厚生労働省においては、「時間外労働の上限規制」や「同一労働同一賃金」 に関す
る法整備、労働生産性の向上に向けた支援や人材育成・活用力の強化等に取り組んでいる。 

 また、「働き方改革」は、我が国雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者において着実に実施することが
必要。 

 大企業よりも人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上等に取り組むとともに、職
場環境や待遇の改善などにより、「魅力ある職場づくり」が求められる。 

 「働き方改革」は、生産性向上・経営力向上や「魅力ある職場づくり」の実現による、中小企業・小規模事業
者の人手不足解消のチャンスである（小規模事業者こそ、生産性・経営力の伸びしろが大きいことにも着目）。 

 

人手不足の現状と働き方改革の必要性 
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中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策（考え方②） 

中小企業・小規模事業者における課題 
 中小企業・小規模事業者において「働き方改革」を進めるに当たっては、以下のような課題。 

・ 労働法の基本的な考え方や「働き方改革」の必要性について、各地域の中小企業・小規模事業者に  
対して、隅々まで理解の浸透を図る必要 

  ※ 労働法は、原則として、労働者を雇用する企業が対象であり、同居の親族、役員のみから成るような小規模な 
    事業者は対象とならないが、こうした事業者においても、「経営者等の働き方改革」含め、長時間労働の是正等の 
    「働き方改革」に取り組む必要がある。 
・ 賃金制度等の事業所内環境の整備や、取引条件の改善、生産性・経営力の向上等による大企業と
の賃金格差の解消等を図る必要 

・ 中小企業・小規模事業者は、大企業より人手不足感が強いが、そのような中においても、労働時間の
短縮に取り組む必要 

・ このほか、働き方改革の実現に当たっては、取引先企業や消費者を含む様々な立場における必要性
への理解の促進をはじめ、業種ごとの特徴に応じた対応が必要 

 こうしたことから、中小企業・小規模事業者が「働き方改革」に前向きに取り組むことができるよう、国としても、
「働き方改革」実現や人手不足への対応のための支援を行うことが必要ではないか。 

 なお、支援策の実施にあたっては、以下の観点に留意する必要がある。 
• 経営目線での支援が重要であるという観点から、事務負担にも配慮し、事業者目線で手続の重複感や煩
雑さを解消し、ワンストップで施策を活用できる環境を整備すること 

• 施策の実施について、継続的にモニタリングし、ＰＤＣＡサイクルを回していくこと 
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中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策 

１．「働き方改革」の理解を図り、相談に応じ、支援を届ける体制の強化 
 「働き方改革」で求められる対応や必要性について、中小企業・小規模事業者に対して、周知徹底を図るとと
もに、全都道府県に相談のための拠点を設け、各地域の商工会・商工会議所等と連携して、「働き方改革」に
取り組む中小企業・小規模事業者を支援。 
 こうした体制強化に加え、地方自治体の中小企業・小規模事業者に対する取組を支援。 

２．「働き方改革」実現に向けた社内環境整備等の支援 
 時間外労働の上限規制への対応や、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善に向け、必要な社内
のルール整備等に対して支援・助成する。 

４．人手不足への対応の支援 
 人手不足感の強い中小企業・小規模事業者において、女性・若者・高齢者等がさらに活躍できるよう、環境
整備、マッチング、人材の育成・活用力の強化等を支援。 
５．業種別の取組 
 「働き方改革」への対応にあたっては、業種ごとに現状や課題が異なるため、取引条件の改善や生産性向上
等に向けて、業種の特徴に応じて支援。 

対策の方向性（全体像） 予算総額：2,097億円（1,536億円） 

関係機関が連携して以下の支援策の活用を促進 

３．「働き方改革」実現に向けた取引条件改善や生産性向上のための支援 
 賃金引上げや労働時間短縮等につなげるため、取引条件の改善や生産性向上に向けて支援。 

※予算額は平成30年度予算政府案に基づくもの。一部重複（再計上）を排除した結果、必ずしも各支援項目の予算額の単純合計とはなっていない。（次頁以降も同じ。） 
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 （１）「働き方改革」の理解促進と相談支援体制の強化 65億円（58億円） 
   ① 非正規雇用労働者の処遇改善や過重労働防止に資する時間外労働の上限規制への対応、人手不足、 
      賃金引上げ等に向けて、47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置し、労務管理等の専門家に 
      よる個別相談援助等を実施するほか、各地域の商工会・商工会議所・中央会やよろず支援拠点等とも十分 
      な連携を図り、支援を必要とする中小企業・小規模事業者に対応する。【15億円（6.9億円）】 
   ② 「よろず支援拠点」に人手不足アドバイザー（仮称）を設置するなど、人手不足に関する相談体制を強化 
      する。【50億円（51億円）】 
    
 （２）地方自治体への支援 53億円（51億円） 
   ① 正社員雇用の創出に取り組む都道府県を支援する「地域活性化雇用創造プロジェクト」において、中小企業・ 
      小規模事業者に対する取組を重点的に支援する。【53億円（51億円）】 
 

１．「働き方改革」の理解を図り、相談に応じ、支援を届ける体制の強化  118億円（109億円） 

中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策 
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 （１）時間外労働の上限規制への対応など長時間労働の是正  35億円（11億円） 
   ① 時間外労働の上限規制に対応するため、就業規則の見直し、タイムカードの導入等を行う中小企業や、傘下   
      企業を支援する中小企業団体に対する助成を行う。【35億円（11億円）】 
 
 （２）同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 927億円（660億円） 
   ① 非正規雇用労働者の処遇改善に向け、各企業が賃金制度も含めた待遇全般の点検等を円滑に行うため、 
      業界別の特性を踏まえた「同一労働同一賃金導入マニュアル」を作成し、周知・啓発を図るとともに、 
      都道府県労働局において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差に関する相談支援 
      などを行う。【3.5億円（新規）】 
   ② 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善等を実施した事業主に対する助成を行う。 
      【923億円（660億円）】 
 
 （３）産業医・産業保健機能の強化 45億円（36億円）  
   ① 全国の産業保健総合支援センターにおける産業医・保健師などによる訪問指導の拡充、産業保健関係者や

事業者向け産業保健研修の充実等により、中小企業等の産業保健活動を支援する。また、その活用促進の
ための事業者等への重点的・効果的な周知広報を行う。 【45億円（36億円）】 

 

２．「働き方改革」実現に向けた社内環境整備等の支援  1,007億円（707億円） 

中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策 
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 （１）中小企業・小規模事業者における取引条件の改善  14億円（14億円）   
   ① 極端な短納期発注等の中小企業の働き方改革に支障をきたすような行為で下請法等違反が認められるような 
      事案については、公正取引委員会と連携した通報制度により対応することを含め、厳正に対処していく。 
    ② 発注事業者側の働き方改革によって下請事業者にしわ寄せがきていないか、今後、下請Gメンによる下請企 
      業ヒアリングを通じて実態を確認する。 
 
 （２）中小企業・小規模事業者における賃金引上げや生産性・経営力向上の支援  211億円（191億円） 
   ① 最低賃金の引上げに向けて、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に助成を行うなど、中小企業・ 
      小規模事業者の生産性向上等のための取組を進める。【29億円（12億円）】 
   ② 非正規雇用労働者の賃金規定の増額改定や、生産性向上に資する人事評価制度・賃金制度の整備・実施

を通じて、生産性向上、賃金アップ等を実現した企業に対する助成を行う。【119億円（82億円）】 
   ③ 転職・再就職者の採用拡大に取り組む事業主や生産性向上に取り組む企業が転職者を受け入れて行う能力

開発や賃金アップに対する助成等の支援により、中小企業も含めた雇用吸収力や付加価値の高い産業への転
職・再就職支援を図る。【63億円（97億円）】 

   ④ 生産性向上等に関する計画を作成し、設備投資や人材育成・確保により生産性の向上に取り組む中小企
業・小規模事業者に対して、金融面・税制面等の支援を行う。 

   ⑤ 金融機関と連携しつつ、生産性向上や雇用管理の改善に関する計画を作成し、労働生産性向上に資する 
      設備等への投資により、雇用の安定・改善を図った企業に対する助成を行う。【制度要求】 
   ⑥ 中小企業支援機関を伴走組織としてクラウド等を活用した業務改善を進め、中小企業・小規模事業者におけ

る税務会計や人事労務業務等について、各種事務手続を効率化するとともに、経営の可視化・改善を促進。 

３．「働き方改革」実現に向けた取引条件改善や生産性向上のための支援  225億円（205億円） 

中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策 
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 （１）女性、高齢者等が働きやすい環境整備 89億円（72億円） 
   ① 「子育て安心プラン」を前倒しし、平成32年度までの3年間で約32万人分の保育の受け皿整備や 
      保育人材の確保に取り組む。 
   ② コンサルティングや助成措置などにより、仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業を支援する。  
      【28億円（33億円）】 
   ③ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性活躍に関する取組や数値目標を達成した 
      企業に対する助成を行う。 【2.4億円（3.5億円）】 
   ④ ハローワークの「生涯現役支援窓口」において高年齢求職者の支援を行うとともに、65歳以降の継続雇用 
      延長や定年引上げ、雇用環境整備等を行う企業に対する助成を行う。 【59億円（35億円）】  
 
 （２）人材確保に向けたマッチング支援や雇用管理改善 137億円（141億円） 
   ① ハローワークの人材確保対策コーナーにおいて、人手不足に悩む事業主の相談に応じ、マッチング支援を 
      推進する。【26億円（16億円）】 
   ② 商工会議所・商工会・中央会等の各地域の支援機関と連携し、地域のニーズに応じたマッチング、セミナー等を 
      実施し、女性、高齢者、新卒等多様な人材確保を支援する。【19億円（17億円）】  
   ③ 雇用管理制度の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主等に対して助成する。 
      【92億円（108億円）】 
 
 （３）人材の育成・活用力の強化 504億円（293億円） 
   ① 認定職業訓練、人材開発支援助成金を活用した企業内訓練、「生産性向上人材育成支援センター」に 
      おけるオーダーメイド型の在職者訓練や人材育成の相談対応など、総合的な事業主支援を実施する。 
      【456億円（246億円）】 
   ② 子育て女性のためのリカレント教育の講座、専門実践教育訓練給付対象講座等の多様化や、 
      託児サービス付き訓練等の充実などにより、女性の学び直しを支援する。【48億円（47億円）】  
   ③ 全国の中小企業大学校において、経営課題の解決力を見出すための研修、経営診断などの手法を習得する 
      ための研修を実施し、人材育成を支援する。 

４．人手不足への対応の支援  730億円（506億円） 

中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策 
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 （１）取引条件改善など業種ごとの取組の推進  112億円（98億円） 
① 自動車運送事業について、長時間労働是正の環境整備のための関連制度の見直しや支援措置 
  に関する行動計画を策定・実施する。 
  特に、トラック運送事業については、ガイドラインの策定、生産性向上に向けた措置、 
  荷主の協力を確保するために必要な措置、支援策等を実施する。【47億円（37億円）】 
② 建設業について、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置するとともに、適切な工期 
  設定や生産性の向上等に向けたガイドラインの策定、業界等の取組に対する支援を行う。 
  【83億円（63億円）】 
③ 情報サービス業（IT業界）について、官民共同で、実態把握、改善方策の推進等を行う。 
  【１億円（1.8億円）】 
 

 （２）生産性向上・経営力強化の推進など業種ごとの取組の推進  23億円（8.3億円） 
① 生産性向上が課題となっている業種（政府として生産性向上を重点的に図る５分野等※）を中心  
  に事業分野別指針の策定等や事業分野別経営力向上推進機関の拡大を進めるとともに、事業者が 
  分野別の指針に基づく経営力向上計画の認定を受け、生産性向上を図る場合、日本政策金融公庫等

における低利融資や税制優遇を実施する。 
   ※介護、飲食業、宿泊業、小売業、道路貨物運送等 
②   介護・生活衛生分野における生産性向上のためのガイドラインの作成・普及等とともに、 
  保育園等の業務のＩＣＴ化の推進・医療従事者の勤務環境の改善等を図る。【22億円（8.3億円）】 
③ 中小零細企業が多い生活衛生関係営業者の収益力を向上させることにより、最低賃金引上げ 
  に必要な経営力を高め、経営の健全化を図るためのセミナーや個別相談等を実施する。 
  【１億円（新規）】 

５．業種別の取組  135億円（106億円） 
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施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線
新しい経済政策パッケージについて
(２ページ～４ページ）

労働政策担当参事官室 調整第一係 千田 崇史 7722

平成30年度の社会保障の充実・安定化等について
(５ページ～２１ページ）

社会保障担当参事官室 政策第一係 佐藤　文 7691

　「地域共生社会」の実現に向けた取組について
(２２ページ～３７ページ）

社会保障担当参事官室 政策第三係 宮崎　菜摘 7697

中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実
現に向けた対策（案）
(３８ページ～４６ページ）

労働政策担当参事官室 調整第一係 千田 崇史 7722

政策統括官（総合政策担当）　施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）
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